
 

ガーデン・ツーリズム登録制度 

令和５年度登録計画事業実施報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森の京都ガーデンツーリズム協議会 

令和６年３月 

森の京都ガーデンツーリズム 

～森と里山の庭めぐり～ 



 

○具体的な事業の実施状況 

 

１ 情報発信事業 

 

（１）ウェブページ開設  

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和５年６月～ 

 

森の京都ＤＭＯのホームページにおいて、森の京都ガーデンツーリズム専用のウェブページを

開設した。令和６年１月には大幅な改修を行い、計画のコンセプト説明や構成庭園マップなどの

ほか、庭園の周遊にあわせて楽しめる「森の京都の魅力」についても掲載している。 

 

 
 

森の京都ガーデンツーリズムのウェブページ 

https://morinokyoto.jp/gardentourism/ 



 

（２）ウェブページによる情報発信  

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和６年１月～ 

 

森の京都ガーデンツーリズムのウェブページにおいて、新たにお知らせページを設け、構成庭

園や緑化関係のイベントなどについて、積極的な情報発信を行っている。 

 



 

（３）インスタグラム投稿  

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和５年６月～ 

 

森の京都ＤＭＯのインスタグラムアカウントで、構成庭園や季節の花の見どころなどについ

て、「♯森の京都ガーデンツーリズム」というタグを活用し、随時投稿している。 



 

（４）のぼり掲出  

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ、構成庭園、観光協会 

実施時期：令和６年３月～ 

 

森の京都ガーデンツーリズムののぼりを構成庭園や観光協会で掲出している。多くの人の目に

触れることで、森の京都ガーデンツーリズムの認知度向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）木製オブジェ設置  

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ、構成庭園、観光協会、市町 

実施時期：令和６年３月～ 

 

森の京都ガーデンツーリズムの木製オブジェを構成庭園のほか、関係する観光協会と市町に設

置した。地域の工務店と木工房の協力で作成した本品は、木の葉を模した木製のもので、木の葉

部分はスギ、台座部分はヒノキと、どちらも国内産の木材を使用している。 

木材の自然の風合いを活かし、森の京都ガーデンツーリズムのブランドイメージを体現したオ

ブジェである。台座部分には、ウェブページにアクセスすることができるＱＲコードとガーデン・

ツーリズムの簡単な説明を刻印している。 

 



 

（６）ロールバナー作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和６年３月～ 

 

（公財）都市緑化機構で作成いただいたタペストリーをもとに、計画のコンセプトなどを追記し、

ロールバナーを作成した。森の京都ＤＭＯが出展するイベントなどで設置し、森の京都ガーデン

ツーリズムの認知度向上を図る。 



 

（７）しおり作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和５年４月～ 

 

構成庭園であるシャガ・ミツマタ群生地や季節の花の見どころの写真を使用し、しおりを作成

した。裏面は二次交通のアクセス手段として、カーシェアリングをＰＲしたものであり、森の京

都ＤＭＯが出展するイベントなどで配布している。 

 

 



 

（８）「森の京都 伝統食・行事食の歳時記」へのＪＧＴロゴ掲載  

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和５年８月～ 

 

森の京都ガーデンツーリズムは、構成庭園の周遊とともに豊かな食もあわせてＰＲしているこ

とから、森の京都ＤＭＯが発行する冊子「森の京都 伝統食・行事食の歳時記」の裏表紙において、

ジャパンガーデンツーリズムのロゴを掲載した。同冊子の掲載内容は、令和６年１月に改修した

森の京都ガーデンツーリズムのウェブページからも閲覧することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○その他特筆すべき取組と成果 

 

（１）第４０回全国都市緑化仙台フェアにおけるガーデンツーリズム登録証交付式での取組発表  

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和５年６月 

 

令和５年６月１０日に宮城県仙台市で開催された第４０回全国都市緑化仙台フェアにおける

「未来の杜せんだい２０２３シンポジウム」内のガーデンツーリズム登録証交付式において、森

の京都ガーデンツーリズムの取組を発表した。一般の方も参加可能なシンポジウムであり、全国

都市緑化フェア内での開催であることから、森の京都ガーデンツーリズムを広くＰＲすることが

できた。 

 

 

 

 

 

 



 

（２）ＪＨＢＳ会誌「ハンギングバスケット」への掲載  

 

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和６年１月 

 

国土交通省からのご紹介で一般社団法人日本ハンギングバスケット協会の会誌「ハンギングバ

スケットＮｏ.９９」に森の京都ガーデンツーリズムを掲載した。ハンギングバスケットの協会員

というガーデンへの関心が高い層に森の京都ガーデンツーリズムを広くＰＲすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）全国都市緑化フェアｉｎ京都丹波推進協議会との連携  

実施主体：森の京都ＤＭＯ 

実施時期：令和５年４月～ 

 

令和８年秋に開催が決定した「第４３回全国都市緑化フェアｉｎ京都丹波」について、開催決

定前の段階から全国都市緑化フェアｉｎ京都丹波推進協議会と密に連携し、開催に向けた基本構

想懇談会にも参加していた。同フェアの開催にあたり、今後も積極的に連携していく。 

 

 

○まとめ 
１ 全体を通しての効果や成果  

令和５年６月に近畿地方で２番目のガーデン・ツーリズム制度の登録となり、初年度の事業で

あることから、ウェブページの開設や広報宣伝用品の作成など、基礎となるような事業に取り組

んだ。統一したデザインの広報宣伝用品を配布することにより、事務局である森の京都ＤＭＯを

中心として、構成庭園や観光協会、市町との協力体制をより強固にし、ガーデン・ツーリズムの

本格的な始動に向けた機運を醸成することができた。 

 

２ 今後の取組  

構成庭園へのアクセス案内やモデルルートの設定など、開設したウェブページのさらなる拡充

を図るとともに、イベント情報のお知らせやインスタグラムの投稿といった情報発信により一層

力を入れていきたい。また、当初予定していた事業のうち、インバウンドへのＰＲについて、例

年参加している関西観光本部主催の台湾大商談会に向けて、効果的なＰＲができるようアプロー

チ方法を検討し、準備を行っていく。 


